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衆
議
院
議
員
浅
野
貴
博
君
提
出
我
が
国
が
目
指
す
自
由
貿
易
体
制
の
あ
り
方
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

ア
ジ
ア
太
平
洋
自
由
貿
易
圏
（
以
下
「
Ｆ
Ｔ
Ａ
Ａ
Ｐ
」
と
い
う
。
）
は
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
経
済
協
力
（
以
下
「
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ

」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
の
地
域
経
済
統
合
の
課
題
を
進
展
さ
せ
る
た
め
の
主
要
な
手
段
と
し
て
検
討
さ
れ
て

い
る
構
想
で
あ
る
。
昨
年
十
一
月
に
横
浜
で
開
催
さ
れ
た
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
首
脳
会
議
の
首
脳
宣
言
に
お
い
て
は
、
Ｆ
Ｔ
Ａ
Ａ
Ｐ
の

実
現
に
向
け
て
具
体
的
な
取
組
を
行
う
こ
と
、
Ｆ
Ｔ
Ａ
Ａ
Ｐ
は
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
連
合
（
以
下
「
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
」
と
い
う
。

）
に
日
本
、
中
国
及
び
韓
国
を
加
え
た
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
＋
�
、
こ
れ
に
イ
ン
ド
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
及
び
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

を
加
え
た
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
＋
�
、
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
（
以
下
「
Ｔ
Ｐ
Ｐ
」
と
い
う
。
）
協
定
等
の
現
在
進
行
し
て

い
る
地
域
的
な
取
組
を
基
礎
と
し
て
、
こ
れ
ら
を
更
に
発
展
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
包
括
的
な
自
由
貿
易
協
定
（
以
下
「
Ｆ

Ｔ
Ａ
」
と
い
う
。
）
と
し
て
追
求
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
等
が
確
認
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
現
在
、
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
で
は
、

Ｆ
Ｔ
Ａ
Ａ
Ｐ
に
含
ま
れ
る
べ
き
内
容
等
の
検
討
が
行
わ
れ
て
い
る
段
階
で
あ
り
、
現
時
点
で
、
Ｆ
Ｔ
Ａ
Ａ
Ｐ
の
ル
ー
ル
等
の

詳
細
や
、
我
が
国
に
及
ぼ
す
影
響
を
具
体
的
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

二
か
ら
五
ま
で
に
つ
い
て

一



政
府
と
し
て
は
、
世
界
貿
易
機
関
（
以
下
「
Ｗ
Ｔ
Ｏ
」
と
い
う
。
）
を
中
心
と
す
る
多
角
的
自
由
貿
易
体
制
を
維
持
し
強

化
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
の
観
点
か
ら
、
引
き
続
き
ド
ー
ハ
・
ラ
ウ
ン
ド
交
渉
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
く
考
え
で

あ
る
。

経
済
連
携
協
定
（
以
下
「
Ｅ
Ｐ
Ａ
」
と
い
う
。
）
及
び
Ｆ
Ｔ
Ａ
に
つ
い
て
は
、
政
府
と
し
て
は
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
を
中
心
と
す
る

多
角
的
自
由
貿
易
体
制
を
補
完
す
る
も
の
と
し
て
位
置
付
け
て
お
り
、
「
包
括
的
経
済
連
携
に
関
す
る
基
本
方
針
」
（
平
成

二
十
二
年
十
一
月
九
日
閣
議
決
定
）
に
お
い
て
、
主
要
貿
易
国
間
に
お
い
て
高
い
レ
ベ
ル
の
Ｅ
Ｐ
Ａ
や
Ｆ
Ｔ
Ａ
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
が
広
が
る
中
、
我
が
国
の
取
組
が
遅
れ
て
い
る
と
の
認
識
の
下
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
及
び
我
が
国
の
貿
易
上
主
要
な
国

・
地
域
と
の
経
済
連
携
を
推
進
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。
我
が
国
と
し
て
重
視
し
て
い
る
Ｆ
Ｔ
Ａ
Ａ
Ｐ
を
追
求
し
て
い

く
上
で
基
礎
と
な
る
取
組
の
一
つ
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
交
渉
へ
の
参
加
に
つ
い
て
は
、
政
府
と
し
て
は
、

「
政
策
推
進
の
全
体
像
」
（
平
成
二
十
三
年
八
月
十
五
日
閣
議
決
定
）
等
に
基
づ
き
、
し
っ
か
り
と
議
論
し
、
で
き
る
だ
け

早
期
に
結
論
を
出
す
方
針
で
あ
る
。

二


